
付属機関の名称 

 燕市交通安全対策会議 

 

設置の目的 

交通安全対策基本法（昭和 45年法律第 110号）第 18条第 1 項の規定に基づき、燕市交通

安全対策会議を置く。 

 

所掌事務 

（1） 燕市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

（2） 前号に掲げるもののほか、市の区域における交通安全に関する総合的な施策の企画

について審議し、及びその施策の実施を推進すること。 

 

委員構成 

（1） 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者。 

（2） 新潟県の部内の職員のうちから市長が任命する者。 

（3） 新潟県警察の警察官のうちから市長が任命する者。 

（4） 部内の職員のうちから市長が指名するもの。 

（5） 教育長 

（6） 燕・弥彦総合事務組合消防本部の長又はその指名する者。 

（7） 公益財団法人燕市交通安全協会長 

（特別委員） 

   特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、市

長が任命する。 

 

委員名簿 

会長 鈴木 力 燕市長 

委員 
伊藤 雅一 

国土交通省北陸地方整備局 

新潟国道事務所黒崎維持出張所長 

委員 
寺嶋 茂 

厚生労働省新潟労働局 

三条労働基準監督署長 

委員 鈴木 則昭 三条地域振興局地域整備部長 



委員 渡辺 将 新潟県燕警察署長 

委員 佐々木 英明 燕警察署交通課長 

委員 小柳 孝礼 （公財）燕市交通安全協会長 

委員 南波 瑞夫 燕市副市長 

委員 山田 公一 燕市教育長 

委員 渡邉 仁 燕・弥彦総合事務組合消防長 

委員 田辺 一幸 燕市総務部長 

委員 春木 直幸 燕市企画財政部長 

委員 髙野 光郎 燕市健康福祉部長 

委員 遠藤 一真 燕市産業振興部長 

委員 高波 茂 燕市都市整備部長 

委員 太田 和行 燕市教育委員会教育次長 

委員 前山 正則 燕市市民生活部長 

特別委員 
 

東日本旅客鉄道㈱新潟支社 

柏崎保線技術センター所長 

特別委員 
 

東日本高速道路㈱新潟支社 

新潟管理事務所長 

 

 


